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社会や経済が「成長」から「成熟」の時代へと転換しつつある現在、市民が、自ら
の地域の課題やニーズを認識し、地域問題の解決や地域としての価値を創造してい
く、「地域力」の重要性が高まっています。 
また、地方分権の進展や行財政運営を取り巻く環境が厳しさを増すなかで、質の高

い行政サービスを展開していくためには、市民にとって必要性の高い施策・事業へ重
点的に資源を配分していく視点が求められています。 
まちづくりの主役は「市民」であるということを改めて認識し、連携・協力による

まちづくりの精神を広く浸透させるとともに、みんなで輝く未来にむかって「ひとづ
くり」「ものづくり」「まちづくり」に取り組むことが、より重要となっています。 
そのため、まちづくりの主体である市民（自治会、ＮＰＯ、企業等）と行政の協働

体制を確立し、互いに対等な立場で理解を深め合い、自ら考え、行動するまちづくり
を展開するとともに、市民サービスの向上や持続的で計画的な行政運営を進めるな
ど、協働社会の実現と適切な行政運営を推進する、“ひと・まち・未来が輝く市民協
働都市”をめざします。               （基本構想・まちづくりの方向（再掲）） 

  ◆施策に対する市民の声 
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→
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５ ひと・まち・未来が輝く市民協働都市

5-2 情報共有の推進
5-1 市民協働によるまちづくりの推進 5-6 行財政運営の基盤強化

5-5 行財政運営の推進
5-3 心のふれあうコミュニテイ活動の推進

5-4 男女共同参画社会の推進
5-7 地方分権と広域連携の推進

政策５ ひと・まち・未来が輝く市民協働都市 

～ みんなでつくるてだこのまち ～ 
 

※前期施策の満足度と今後の重

要度を各５点満点で評価して

いただいた平均値（平成 27

年度市民アンケートより） 

※アンケート調査の概要は資料

編（P127以降）参照 
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第四次浦添市総合計画 

      ひと・まち・未来が輝く市民協働都市 ～みんなでつくるてだこのまち～  

 施策 5-1 市民協働によるまちづくりの推進 

現状と課題 
私たちを取り巻く社会環境は、少子高齢化

や高度情報化の進展に伴い、市民一人ひとり

の価値観と生活様式が多様化しており、今後

も変化していくことが予想されます。市民ニ

ーズが多種多様化する中、行政だけで解決す

ることが困難な課題も増えつつあります。 

このような中、本市では、自治会などの地

域コミュニティにおいて、子育てや高齢者の

問題、ゴミや環境の問題など、身近な生活課

題解決に向けた取り組みが活発に行われて

います。各種のボランティア団体や NPO な

どの社会貢献活動も広がりはじめており、活

躍の場を求める積極的な市民等が増えるな

ど、より良いまちづくりへの機運の高まりが

みられます。 

行政の活動においても、計画の策定等にあ

たりワークショップを開催するなど、市民参

画の機会づくりに努め、市民協働のまちづく

りを推進してきました。 

地域福祉や教育など多様な場面において

市民参画の拡充が求められる中、活動をけん

引するリーダーの育成や積極的に参画した

い市民と行政をつなぐ機能の充実が求めら

れています。また、NPO 等の各種団体の更

なる活動を促進するため、活動拠点の確保や

団体間のネットワークづくり等を支援して

いく必要があります。 

市民等の積極的な活動を支援し、協働のま

ちづくりを更に推進するためにも、いま一度、

行政と市民等が互いに担う役割等を整理す

るとともに、市民等の意向を市政運営に広く

反映させることができる仕組みを構築する

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策 5 

経塚公園基本設計時のワークショップ 

提供：美らまち推進課 提供：文化課 

文化財の説明をするＮＰＯ法人うらおそい歴史ガイド友の会 
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後期基本計画 

後
期
基
本
計
画 

部
門
別
計
画 

 

政
策
１ 

政
策
２ 

政
策
３ 

政
策
４ 

政
策
５ 

施策の目指す方向 

市民等と行政による協働のまちづくりを推進するために、自治会、ボランティア団体、NPO、

企業等の役割を整理しつつ、各主体がまちづくりの様々な場面で活躍できる機会を十分に提供する

とともに、その活動の支援に努めます。 

具体的な取り組み 

5-1-1 市民参画機会の拡充と協働による

まちづくりの推進 
①本市の協働に関する指針・方針を定め、市民、

地域、企業、行政等のそれぞれの役割を整理

しながら、市民や地域、企業等の主体的なま

ちづくり活動を支援・促進します。 

②道路、公園や景観など各分野において、計画

立案や事業実施等の各段階で市民参画を促

し、市民協働によるまちづくりを推進します。 

③てだこ市民大学卒業生など、地域のキーパー

ソンとなる人材の知識や技術等を活かした

まちづくりを推進するため、市民や地域等の

ニーズ把握等に努めるとともに、地域活動や

まちづくり活動への参画機会の拡充に努め

ます。 

 

 

 

5-1-2 ボランティア団体や NPO 等の活動

支援 

①ボランティア団体やNPO等の活動拠点とし

て、既存公共施設等の活用・充実を図りま

す。 

②地域に根ざした市民活動やボランティア活

動などを支援します。 

③自治会や市内で活動する各種団体が互いに

交流・情報交換ができるよう、地域ネット

ワークの拡充を促進します。 

④市民参画のきっかけづくりを図るため、ボラ

ンティア団体や NPO 等の活動情報を一元

化するとともに、その活動や目的が広く市

民へ理解されるよう、必要な情報を市民へ

積極的に提供します。 

⑤ボランティア団体やNPO等の活動を支援す

る行政組織体制の充実を図ります。 

 

提供：生涯学習振興課 

てだこ市民大学の学生 

提供：美らまち推進課 

ボランティアで道路に花を植える「美らまちサポーター」 
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第四次浦添市総合計画 

      ひと・まち・未来が輝く市民協働都市 ～みんなでつくるてだこのまち～  

 施策 5-2 市民の生活と活動を支える情報共有の推進 

現状と課題 
国においては、平成 25年度に閣議決定さ

れた「世界最先端ＩＴ国家宣言（Ｈ27 年変

更）」において、ＩＴを利活用したまち・ひ

と・しごとの活性化や公共サービスのワンス

トップ化等の柱が示されました。また、住民

等による情報公開制度の活用が進む一方、社

会保障・税番号制度※1（マイナンバー制度）

の導入等により、個人情報の保護がこれまで

より一層重要性を増しています。 

本市においても、市民の市政参画を促進す

るためには、市民と行政との信頼関係の維持

が重要であり、開かれた市政運営を推進する

とともに、個人情報の適切な保護が必要です。 

本市の情報提供は、広報うらそえの発行を

はじめ、ホームページ、ＦＭ21 のラジオ放

送、声の広報※２などに取り組んでいます。ま

た、マスコミとのティータイムなどマスコミ

を通じて報道される広報活動（いわゆる「パ

ブリシティ」）を積極的に活用すると共に、

新たな取り組みとして、公式 SNS、公式ア

プリケーション（うらコロ）など、ICT を活

用した新たな情報発信を進めてきました。今

後は、それら情報媒体のさらなる活用を図り

つつ、市民への情報提供・発信の充実を図っ

ていく必要があります。 

また、平成 12年度に運用を開始した情報

公開制度においては、市民等からの請求件数

が増加傾向にあるなど、市民の制度への理解

が定着しつつあります。今後も、情報公開制

度の迅速な運営及び活用の促進により、市民

への情報提供の円滑化を進めていくととも

に、本市の個人情報保護条例に基づき、適切

な個人情報の保護を進めていく必要があり

ます。 

電子化による行政サービスの推進につい

ては、多様な場面でのＩＣＴ活用による行政

サービスの向上をめざし、電子自治体の更な

る構築に向けて取り組んでいく必要があり

ます。 

 

 

※１ 社会保障・税番号制度：行政を効率化し、国民の利便性を

高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤。個人番号

は、国内の全住民に付番される 12桁の番号。 

※２ 声の広報：視覚障がい者のために、市が毎月発行している

「広報うらそえ」を音訳ボランティアが毎月音訳し、浦添市ボ

ランティア連絡協議会で校正・編集し、カセットテープ等で発

行している。 

 

 

 

 

 

 

 

政策 5 
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情報公開・個人情報保護制度の請求状況

情報公開件数 自己情報開示請求

資料：総務課 
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後期基本計画 

後
期
基
本
計
画 

部
門
別
計
画 

 

政
策
１ 

政
策
２ 

政
策
３ 

政
策
４ 

政
策
５ 

施策の目指す方向 

開かれた市政運営及び市民の市政参画を促進するために、市民が必要とする市政情報を速やかに

提供する環境の充実や情報公開制度を拡充するとともに、個人情報の適切な保護に努めます。また、

情報化による行政サービスの一層の向上を目指し、市民サービスの更なる向上に努めます。 

具体的な取り組み 

5-2-1 広報・広聴活動の充実と広報手段

の多様化 

①市民に適切で分かりやすい情報を提供する

ため、広報誌や市ホームページ等の内容充実

に努めます。また、ホームページの積極的な

情報更新により、最新情報の提供に努めます。 

②市政情報を、市民がいつでも気軽に利用でき

るよう、様々な情報媒体を活用した広報手段

の運用に努めます。 

③ご意見箱や市のホームページ、行政懇談会な

どを通して市政に対する意見等を収集し寄

せられた意見の公開等に努め、広聴活動の充

実を図ります。 

 

5-2-2 情報公開・個人情報保護制度の円

滑な運用 

①市政の情報提供を拡充するため、インターネ

ットを活用した公文書公開請求や市政情報

センターの資料閲覧の充実に努めます。 

②情報公開制度の内容や手続等に関する周知

徹底を図るとともに、個人情報保護制度の普

及・定着に努めます。 

③市の情報公開条例等に基づき、積極的な情報

公開と個人情報の適切な保護など、両制度の

円滑な運用に努めます。 

5-2-3 電子化による行政サービスの向上 

①「情報化基本計画（仮称）」を策定し、同計

画に基づき電子自治体のさらなる構築に向

けて取り組みます。 

②市民サービスの向上を図るため、ワンストッ

プサービス及びノンストップサービスをは

じめ、電子申請・届出等のシステムづくりな

ど、総合的な情報基盤の整備に努めます。 

③住民票等自動交付機の利用促進を図るとと

もに、平成 28年から始まったマイナンバー

（個人番号）制度の動向に注視し、住民票等

証明書のコンビニエンスストアでの交付を

検討するなど、行政サービスの電子化を推進

します。 

④情報環境の変化に対応できる技術向上に努

め、情報化時代に対応できる人材を育成しま

す。 

⑤情報通信ネットワークシステム等の整備を

推進し、地域活性化ならびに市民や来訪者の

利便を図ります。 

 

 

 

■主な目標値    

指 標 
平成 26年度 

（実 績） 

平成 32年度 

（目標値） 

市公式ホームページの年間アクセス数 約 50 万アクセス 70 万アクセス 
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第四次浦添市総合計画 

      ひと・まち・未来が輝く市民協働都市 ～みんなでつくるてだこのまち～  

 施策 5-3 心のふれあうコミュニティ活動の推進 

現状と課題 
近年の都市化や高度情報化の進展は、市民

生活の利便性と快適性を向上させた反面、核

家族化や価値観の多様化を進行させ、地域

間・世代間交流を減少させるなど、地域社会

における連帯意識の希薄化をもたらしてい

ます。 

本市では、自治会、婦人会、老人会、子ど

も会などによる地域活動をはじめ、多様な団

体による文化活動や福祉活動など様々な活

動が行われています。また、自治会において

は自治会加入率の低下、役員・会員の高齢化

等の課題解決に向け取り組むため、平成 18

年度には「浦添市自治会活性化推進協議会」

が設立され、自治会間のネットワークづくり

も進められています。 

今後も、地域コミュニティの充実・強化を

図るため、地域活動の拠点となる集会施設の

整備の支援を継続していく必要があります。 

さらに、市民憲章の普及・啓発や、てだこ

まつりなどを通して、市民意識の高揚と市民

相互の連携を促進することも重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

政策 5 
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自治会加入世帯数・加入率の推移

区域内総世帯数 加入世帯数 加入率

（％）（世帯）

資料：市民生活課 

提供：市民生活課 

てだこまつり 

提供：市民生活課 

てだこまつり 

提供：市民生活課 

てだこまつり 
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後期基本計画 

後
期
基
本
計
画 

部
門
別
計
画 

 

政
策
１ 

政
策
２ 

政
策
３ 

政
策
４ 

政
策
５ 

施策の目指す方向 

誰もが安心して、楽しく住み良い地域社会を築きあげるために、地域コミュニティ活動をはじめ

とする多様な自主交流の充実を支援していきます。 

また、地域コミュニティを基盤にした住民の自主的・積極的なまちづくり活動を支援し、住民相

互の助け合いによる住民自治の充実を図ります。 

具体的な取り組み 

5-3-1 地域コミュニティ活動の拡充 

①本市のまちづくりを支える自治会において、

多様な交流機会を支援するとともに、地域コ

ミュニティ活動の充実・強化を促進します。 

②地域住民の社会生活や自主的なまちづくり

活動の支援に関わる情報提供や学習機会の

充実に努めます。 

③地域コミュニティリ－ダ－としての自治会

長会の自主的研修等及び、地域における問題

解決能力の向上を支援します。 

④市民の自主的交流の活性化を図るため、集会

施設など魅力あるコミュニティ施設の整

備・充実等を支援します。 

⑤自治会組織の活性化を促進するため、浦添市

自治会活性化推進協議会を中心とした自治

会間の情報交換の促進やネットワークの構

築等を支援します。 

5-3-2 地域・まちづくりへの参画の促進 

①市民憲章の普及・啓発に努め、その実践活動

を支援します。 

②てだこまつりをはじめ、市民の自主的参加に

よる市民まつりを支援します。 

③まちづくりに対する市民の意識の向上を図

るため、広報誌や ICT 等を活用し、地域づ

くり・まちづくりへの参画を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■主な目標値    

指 標 
平成 26年度 

（実 績） 

平成 32年度 

（目標値） 

市民憲章環境美化活動参加者数 15,303人 増加 

 

提供：市民生活課 

浦添市民憲章実践作文コンクール表彰式 
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第四次浦添市総合計画 

      ひと・まち・未来が輝く市民協働都市 ～みんなでつくるてだこのまち～  

 施策 5-4 一人ひとりが輝く男女共同参画社会の実現 

現状と課題 
わが国では、男女が互いにその人権を尊重

し合い、性別にかかわりなくその個性と能力

を十分に発揮できる男女共同参画社会の実

現が緊急な課題となっています。そのため、

「男女共同参画社会基本法」の制定をはじめ

様々な施策に取り組み、現在は平成 27年度

に閣議決定された「男女共同参画基本計画

（第４次）」に基づき、男女共同参画施策の

推進を図っています。 

本市では、平成 18年に「第 2次男女共同

参画行動計画（てだこ女男(ひと)プラン）」を

策定し各種施策を展開するとともに、「浦添

市男女参画推進条例」の制定や「浦添市男女

共同参画推進ハーモニーセンター」の整備等、

様々な取り組みを進めてきました。 

こうした中で、政策や方針決定過程への女

性の参画を示す各審議会等委員の女性の登

用率は、34.0％（Ｈ26年）と国が目安とし

ている 30％には達しているものの、いまだ

女性委員が不在の審議会等がある状況もみ

られるなど、多くの課題が残っています。 

さらに、女性のエンパワーメントのために

は、女性リーダーの育成をはじめ女性団体の

ネットワークの拡充が求められており、男女

がともに能力を発揮し、社会で活躍するため

の仕事と家庭生活や地域活動との調和（ワー

ク・ライフ・バランス）の推進が一層重要性

を増しています。 

今後とも、一人ひとりが輝く男女共同参画

社会の実現に向けて、男女共同参画意識の普

及啓発や行政、市民、事業者等の協働による

取り組みの推進が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浦添市の審議会等における女性委員の登用状況 

                            （各年 4月 1日現在） 

 平成 22年 平成 26年 

割  合 29.4％ 34.0％ 

女性委員数 194 136 

総  数 659 400 

                              資料：ハーモニーセンター 

政策 5 

提供：ハーモニーセンター 

講座の様子 
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後期基本計画 

後
期
基
本
計
画 

部
門
別
計
画 

 

政
策
１ 

政
策
２ 

政
策
３ 

政
策
４ 

政
策
５ 

施策の目指す方向 

女性も男性もすべての個人が、お互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別

にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向け、市民意識の

啓発や環境づくりを進めます。 

具体的な取り組み 

5-4-1 男女共同参画の視点に立った意

識改革の推進 

①「第三次男女共同参画行動計画（てだこ女

男(ひと)プラン）」を策定し、同計画に基づ

いて、男女共同参画に関する施策を総合

的・体系的に推進します。 

②男女共同参画社会への理解を深めるため

の広報、啓発活動に努めます。 

③家庭や地域、学校、職場で、性別による固

定的な役割分担意識を解消し、男女共同参

画の視点に立った意識改革を図ります。 

 

5-4-2 男女共同参画を実現する環境整備 

① 社会の中で女性の意見や考え方が十分反

映されるよう、各種審議会など政策や方針

決定への女性の参画を進めます。 

②女性が社会・経済的に力をつけ自立した存

在になるよう、各種講座等の充実を図ると

ともに、浦添市女性団体連絡協議会等と連

携し、ネットワークの拡充に取り組みます。 

③研修機会の確保等、女性の社会参画促進に

必要なリーダーや組織の育成に努めます。 

④男性の家庭生活における役割の充実や、仕

事と家庭の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）推進のために、各種講座などの学習機

会を拡充します。 

⑤雇用の分野における男女の均等な機会と

待遇が確保されるよう、関係法令の周知や

意識啓発などに努めます。 

 

 

 
 

■主な目標値    

指 標 
平成 26年度 

（実 績） 

平成 32年度 

（目標値） 

女性委員を含む審議会等の割合 86.5％ 100％ 

 

浦添市女性に対する暴力をなくす 

運動シンボルマーク 

提供：ハーモニーセンター   提供：ハーモニーセンター 

浦添市男女共同参画推進シンボルマーク 
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 施策 5-5 効率的で効果的な行財政運営の推進 

現状と課題 
本市は、「最少の経費で最大の効果を挙げ

る」とする地方自治の基本原則を踏まえ、効

率的で効果的な行政運営を推進するととも

に、４次にわたる行政改革大綱等に基づき、

時代の要請に対応した行財政改革に取り組

んできました。 

社会環境の変化に適切に対応し、限られた

財源の中で市民の満足度を高めていくため

には、より一層効果的、効率的、計画的な行

政運営に努めていく必要があります。 

事業実施後に評価を行い、その効果を検証

することは重要なことであり、今後とも

PDCA サイクルの構築に努めるとともに、そ

の結果を行財政運営に活かすことが求めら

れています。 

また、情報化の推進や行政組織の見直し等

により、社会情勢に即した行政運営を行って

いく必要があります。 

更に、より質の高い市民サービスを目指し、

職員の能力向上に努めるとともに、社会情勢

に適切に対応できる組織体制に努める必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口千人当たりの市職員数の推移 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

人口千人当たり
の職員数（人） 6.38 6.29 6.24 6.12 6.09 

                                     資料：市町村財政比較分析表（普通会計決算） 

政策 5 

  提供：職員課 

職員研修の様子① 職員研修の様子② 

  提供：職員課 
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後期基本計画 

後
期
基
本
計
画 

部
門
別
計
画 

 

政
策
１ 

政
策
２ 

政
策
３ 

政
策
４ 

政
策
５ 

施策の目指す方向 

総合計画と限られた財源との調整を図りながら、多様化する行政需要に的確に対応するため、効

率的で効果的な行財政運営を推進するとともに、事務事業を含めた総合的な行政評価制度の構築に

努めます。 

具体的な取り組み 

5-5-1 事務の効率化 

①効率的な事務処理を進めるために、事務事業

の総点検運動を継続的に実施するとともに、

ＰＤＣＡサイクルが形成できるよう事務処

理の能率化・迅速化に努めます。 

②市民サービスや事務能率の向上のために、情

報化による行政サービスの向上を図ります。 

③地方分権や社会情勢の変化等を踏まえつつ、

効率的な行政組織の見直しを図ります。 

 

5-5-2 計画行政の推進 

①将来の財政負担を考慮しながら、総合計画等

に基づき計画的な事業実施を推進します。 

②財政状況に応じた実施計画を策定します。 

③総合計画をもとに、分野別に策定された各種

計画と整合性を図り、計画行政を推進します。 

④市民サービスの向上を図るため、効率的な行

政運営に努め、行財政改革を積極的に全庁体

制で取り組みます。 

⑤公共施設、インフラ資産等の維持管理につい

て、長期的・包括的視野に立った指針を策定

し、財政負担の平準化、適切な配置等に努め

ます。 

 

5-5-3 政策形成の充実と評価制度の導入 

①政策形成能力や創造能力を有する人材を育

成するための効果的な研修の実施及び人事

評価制度の充実に努め、職員の人材育成と組

織の活性化を図ります。 

②職員の自己啓発制度の充実や人事評価制度

の活用等により、職員の資質や能力の向上と

意識の改革に努めます。 

③総合的な行政評価制度の確立に努め、効果的

で効率的な行財政運営を目指します。 

 

 
 

■主な目標値    

指 標 
平成 26年度 

（実 績） 

平成 32年度 

（目標値） 

経常収支比率 87.2% 90％未満を維持 
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 施策 5-6 行財政運営の基盤強化 

現状と課題 
本市においては、納税環境の拡充等による

市税の収納率向上や、受益者負担の適正化を

考慮した手数料の見直しなどを行い、歳入の

安定確保に努めてきました。 

また、選択と集中の視点による事業の見直

し、指定管理者制度の導入をはじめとする民

間活力の導入等に取り組んできました。 

今後とも、行政改革大綱などに基づき、歳

入の安定化に努めるとともに、限られた財源

の重点配分や有効活用を図り、民間活力の積

極的な導入に努めるなど、計画的で効率的な

財政運営に努める必要があります。 

人口減少時代に突入したわが国において、

生産年齢人口の減少や進行する高齢化等に

より納税基盤が弱体化し、それに伴う歳入の

減少等が懸念されています。本市の人口は、

今後もしばらく増加傾向で推移するとみら

れますが、全国的な納税基盤の弱体化は本市

にも少なからず影響があるものと思われま

す。そうした社会情勢を踏まえつつ、事業の

目的と成果を明確にしたうえで限られた財

源で最大の効果をあげるよう、中長期的な展

望を持ち財政運営に取り組んでいく必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策 5 

 資料：浦添市決算状況 

 

平成

20年度

平成

21年度

平成

22年度

平成

23年度

平成

24年度

平成

25年度

平成

26年度

歳入総額（千円） 32,885,829 38,315,225 39,140,394 38,277,799 44,050,489 44,052,709 45,819,573

地方税（％） 39.4 34.0 34.3 35.7 30.7 31.7 31.3

地方交付税（％） 12.1 10.9 11.3 12.3 11.7 11.1 10.8

国庫支出金（％） 19.5 26.0 24.7 24.6 19.2 20.1 22.8

地方債（％） 5.8 9.9 9.0 7.7 8.0 7.5 7.0
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歳入決算額と主要４財源（割合）の推移

 資料：浦添市決算状況 

 

平成

20年度

平成

21年度

平成

22年度

平成

23年度

平成

24年度

平成

25年度

平成

26年度

歳出総額（千円） 31,971,566 37,371,155 38,296,600 36,954,084 42,431,116 42,831,887 44,748,396

総務費（％） 15.1 10.1 11.4 10.8 16.6 14.8 13.1

民生費（％） 38.2 37.0 42.4 45.8 41.6 43.2 44.7

衛生費（％） 5.8 5.3 5.3 6.0 7.5 4.9 4.7

商工費（％） 0.6 5.1 0.9 0.7 0.7 0.6 0.9

土木費（％） 11.7 13.8 12.7 12.3 10.4 12.1 13.7

教育費（％） 14.2 15.5 14.5 11.2 10.9 12.3 11.3

公債費（％） 10.7 9.4 9.2 9.7 8.6 8.4 7.9
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歳出決算額と目的別歳出（割合）の推移
（％）

  提供：保育課 

平成２７年度から指定管理者制度を導入した「森の子児童センター」と「前田ユブシが丘児童センター」 
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後期基本計画 

後
期
基
本
計
画 

部
門
別
計
画 

 

政
策
１ 

政
策
２ 

政
策
３ 

政
策
４ 

政
策
５ 

施策の目指す方向 

公平でより効率的な行財政運営の実施に向けた中長期財政計画のもと、民間活力の導入に努める

とともに、財源の重点的かつ効果的な予算編成と執行を行い、あわせて財源の安定確保に努めます。 

具体的な取り組み 

5-6-1 歳入の安定化 

①市税の課税客体の的確な把握と納税意識の

高揚を図ります。 

②納税環境の拡充により、市民の利便性向上を

図るとともに、市税徴収率の向上に努めます。 

③社会経済情勢や利用目的に見合った手数料

や使用料など、受益者負担の適正化に努めま

す。 

 

5-6-2 歳出の弾力化 

①適正な歳出規模の堅持とその成果を確認し、

将来の世代に過重な負担にならないように、

過度に市債に依存しない適正な財政運営に

努めます。 

②選択と集中の視点から、事業の必要性・緊急

性等を総合的に判断し、効率的な財政運営に

努めます。 

③地方分権や法制度の改正等に伴う財政需要

の拡大に対応するため、中長期の財政計画の

策定を検討し、中長期的展望に立った財政運

営に努めます。 

 

5-6-3 民間活力の導入 

①市民サービスの向上と行政コストの縮減を

図るため、業務委託、指定管理者制度の導入

等、民間活力の積極的な導入に努めます。 

 

 

 

■主な目標値    

指 標 
平成 26年度 

（実 績） 

平成 32年度 

（目標値） 

市税徴収率 96.8% 97.1％以上 

 

 

 

 

 

 

 

  提供：市民課 

平成 27年 12月市民課窓口業務（一部）の民間委託開始 税に関する標語・作文表彰式 

  提供：学校教育課 
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 施策 5-7 地方分権と広域連携の推進 

現状と課題 
地方分権の推進を図るための関係法律の

整備等に関する法律（地方分権一括法）が平

成 12年に施行されたことに伴い、多様な分

野で地方分権が進んでおり、それに伴う国や

県からの権限移譲等、市町村に求められる役

割も大きくなってきました。そうした状況の

中で、社会資本の有効活用や財政の効率化等

を進めるにあたり、市町村の枠を超えた広域

的な連携がより一層重要性を増しています。 

本市では、権限移譲に伴う事務移管への適

切な対応に努めるとともに、南部広域市町村

圏事務組合における広域行政サービスの提

供や沖縄県、那覇市及び本市で構成する那覇

港管理組合における那覇港湾浦添埠頭の整

備及び本市の西海岸開発への取り組みを進

めています。さらに、高齢者医療制度の事務

については、平成 20年 4月から老人保健制

度から後期高齢者医療制度に移行し、沖縄県

後期高齢者医療広域連合との連携・協力によ

り、適切な後期高齢者医療制度の運営に努め

ています。その他にも、沖縄本島中南部都市

圏としての道路・交通や都市計画、駐留軍用

地跡地利用計画等の広域的な調査・計画等、

国、県、他市町村と連携・協力しながら取り

組んでいるところです。 

今後とも、権限移譲に伴う円滑な事務移管

に対応するとともに、広域的な連携により一

層高い効果が期待できる事業については、そ

の実現性について積極的に検討する必要が

あります。また、国、県、他市町村との連携

を強化することも求められています。 

平成 27年 10月に東京都の青山学院大学

と「浦添市と青山学院大学の包括連携に関す

る協定」を締結し、地域づくり・まちづくり

の推進や教育研究・文化の振興、人材育成等

の分野において連携・協力していくことを確

認しました。今後とも、こうした学術分野と

の連携をはじめ、産業分野等との連携に積極

的に取り組んでいくことが求められていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

政策 5 

提供：那覇港管理組合 

那覇港管理組合（那覇ふ頭船客待合所内） 

提供：企画課 

青山学院大学との包括連携に関する協定 締結式 
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後
期
基
本
計
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部
門
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政
策
１ 

政
策
２ 

政
策
３ 

政
策
４ 

政
策
５ 

施策の目指す方向 

地方分権化に対応した自立性の高いまちづくりを推進するため、地域の実情を踏まえ、地域の視

点に立ったまちづくりを推進します。 

また、限られた財源の中で市民サービスの向上や円滑なまちづくりを推進するため、広い視点か

らの施策展開と各種事業の整合性に努め、国、県、他市町村との連携強化を図るとともに、広域行

政の展開に努めます。 

具体的な取り組み 

5-7-1 地域の視点に立ったまちづくりの推進 

①地域の個性を活かし、活力に満ちた魅力ある

地域社会を築き上げるために、地域の視点に

立ったまちづくりを推進します。 

②国や県からの権限の委譲に伴う適正な税財

源の配分を推進します。 

 

5-7-2 広域連携の推進 

①広域行政の強化に向け、構成市町村との連携

強化を図ります。 

②那覇港は本県の自立的経済発展や本市振興

の活性化に大きく貢献することから、那覇港

管理組合の円滑な港湾管理運営に向けて、国

及び構成団体との連携強化を図ります。 

③沖縄県後期高齢者医療広域連合との連携・協

力のもと、後期高齢者医療制度の適切な運営

に努めます。 

④近隣市町村との学習会等に取り組み、新たな

広域連携の必要性を検討します。 

 

5-7-3 国や県等との連携 

①国や県など広域の計画を踏まえた各種計画

の策定、広域計画への浦添市の計画の位置づ

けなどに努めます。 

②国、県、他市町村との連携のもと、各分野で

の事業を円滑に推進します。 

③多様なまちづくりの課題解決に向けて、産学

官等連携によるまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供：沖縄県後期高齢者医療広域連合 

沖縄県後期高齢者医療広域連合（うるま市石川庁舎内）

（ 

提供：職員課 

南部広域市町村圏事務組合等主催による 
自治体職員政策形成セミナー研修報告会 


